
気象警報が発令された場合の対応について 

 

研修実施日の午前６時に、兵庫県内に特別警報が発令されている場合は研修を

中止します。また、研修会場所在地若しくは在勤地に警報が発令されている場合

や大規模な自然災害等、非常事態が発生したときの受講については、所属長の指

示に従ってください。 


